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第７章 南阿蘇村における文化財の保存・活用に関する措置 

前章で述べた課題と 方針を 踏まえ、 計画期間中に行う 具体的な措置（ 実施計画） を 示し ます。  

財源については、 村費を基本と するも のの、 県費、 国費（ 文化財補助金、 新し い地方経済・ 生活環境

創生交付金等）、 財団等の民間組織の補助金なども 活用し 計画を 進めます。  

 

 
  

【 措置の凡例】  

■ 新規・ 継続については、 地域計画の作成に伴っ て実施する事業については「 新規」 と し ま

す。事業が以前から 実施さ れているも のについては「 継続」、すでに実施し ている事業に対し

新し い取組を 地域計画において追加する事業については「 一部新規」 と し ます。  

■ 取組主体については、 第 8 章に詳細な団体名を 記載し ます。 なお、 村行政の関連する事業

については、 主管課名を記号で記載し ます。 記号は以下の内容を示し ています。  

 「 教」： 教育委員会、「 総」： 総務課、「 企」： 企画観光課、「 農」： 農政課、「 水」： 水・ 環境課 

■ 計画期間は、 令和 7 年( 2025 年度) から 令和 15 年度( 2033 年度) と し 、 矢印（ 白） を 準備・

企画・ 検討期間と し 、 矢印（ 黒） を事業の実施や協議会等による協議の期間と し ます。 なお、

一部新規の事業については新規で追加さ れる内容の検討期間を 矢印（ 白） で併記し ています。 

 

           

矢印（ 白）  

組織内部での事前確認や調

整、 関係機関への聞き 取り

等の準備段階。  

矢印（ 黒）  

予算措置を伴う 計画の実施や、

協議会等の実施、刊行物の配布

な ど 組織外へ業務が発生する

期間。  
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１ 【方向性①】≪守り、つなげる≫ ための措置 

表 7-1 【方向性①】に係る事業の構成 

番
号 

事業名 

事業内容 

課題 

方針 

新規 

継続 

取組主体 計画期間 

行
政 

村
民 

関
心
が
あ
る
人 

 

所
有
者 

他
団
体 

学
識
者 

 

令
和
7
年
度 

令
和
8
年
度 

令
和
9
年
度 

令
和
10
年
度 

令
和
11
年
度 

令
和
12
年
度 

令
和
13
年
度 

令
和
14
年
度 

令
和
15
年
度 

1 

●未指定文化財の調査事業 

村内の文化財を今後継承し

ていく ために基礎資料と し て

の文化財の把握調査を継続的

に実施し 、 特に書跡・ 典籍や

工芸品などの有形文化財の美

術工芸品の把握調査を行い、

価値づけを行っ た上で段階に

応じ 指定を行います。  

( 1) -1)  継続 教 〇 〇 〇 〇 

         

2 

●歴史民俗資料館維持管理

事業 

資料館の移転や改修・ 修繕

などの検討を行い、 今後の維

持管理を実施し ます。  

( 1) -2)  新規 教   〇 〇 

         

3 

●指定等文化財補助事業 

指定等文化財は条例等に基

づき 補助を行います。 また、

所有者の負担が大き いも のに

ついては民間助成やク ラ ウド

フ ァ ンディ ング等の活用を行

います。  

 

( 1) -3)  継続 教  〇 〇  
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番

号 

事業名 

事業内容 

課題 

方針 

新規 

継続 

取組主体  

行
政 

村
民 

関
心
が
あ
る
人 

 

所
有
者 

他
団
体 

学
識
者 

 

令
和
7
年
度 

令
和
8
年
度 

令
和
9
年
度 

令
和
10
年
度 

令
和
11
年
度 

令
和
12
年
度 

令
和
13
年
度 

令
和
14
年
度 

令
和
15
年
度 

4 

●食文化伝承事業 

村には県から 認定を受けた

「 く まも と ふるさ と 食の名

人」 が郷土料理の伝承を行っ

ています。 また、 郷土料理の

伝承の継続を行う と 共に文化

財行政と し て未確認の郷土料

理の調査を実施し ます。  

( 1) -3）  
一部

新規 

教 

農 
〇  〇  

         

5 

●地域文化財後継者育成

事業 

地域の祭り ・ 行事の継続の

ため後継者育成を行います。

また。 周知活動等の支援や補

助の検討を行います。   

文化的景観に係る農業技術の

継承については、 農業研修や

南阿蘇村野焼きプロ人材認定

制度を継続し て行います。  

( 1) -3）  
一部

新規 

教 

農 
〇 〇 〇  

         

6 

●文化財台帳の記録・整

理事業 

指定・ 未指定に関わら ず村

内文化財の台帳整備を行いま

す。 無形民俗文化財は「 熊本

県無形民俗文化財映像記録作

成マニュ アル( R6. 3) 」 等を参

考と し て、 写真や動画による

記録作成を推進し ます。  

( 1) -3）  継続 教  〇  〇  

        

7 

●文化財危機管理対策マ

ニュアル作成事業 

文化庁や文化財保存修復研究

センタ ーの刊行物等を参考

に、 マニュ アルを作成し 、 所

有者等に周知を徹底し ます。  

( 1) -4）  新規 
教 

総 
〇 〇 〇 〇 
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２ 【方向性②】≪活かし、ひろげる≫ための措置 

表 7-2 【方向性②】に係る事業の構成 

番
号 

事業名 

事業内容 

課題 

方針 

新規 

継続 

取組主体 計画期間 

行
政 

村
民 

関
心
を
持
つ
人 

 

所
有
者 

他
団
体 

学
識
者 

 

令
和
7
年
度 

令
和
8
年
度 

令
和
9
年
度 

令
和
10
年
度 

令
和
11
年
度 

令
和
12
年
度 

令
和
13
年
度 

令
和
14
年
度 

令
和
15
年
度 

8 

●来訪者受け入れ環境整備事業 

村内にある様々な文化財の看板の

整備等により 周知啓発をすすめ、 教

育や観光を目的と し た活用を行う た

めに駐車場整備や観光ルート 整備を

検討し 、 実施し ます。  

2-( 1)  新規 
教 

企 
    

         

9 

●文化財を活用した観光事業 

地域の文化財を活用し た観光体験

と し て、 フ ッ ト パスやク イ ズラ リ ー

等のプログラ ムを検討・ 実施し ま

す。 また、 実施団体や観光者に向け

て文化財マッ プ等の作成も 行い事業

を推進し ます。  

2-( 2)  新規 
教 

企 
〇 〇 〇  

         

10 

●歴史民俗文化財活用事業 

現在所蔵し ている資料（ 民俗資料

等） を活用し た各種体験活動を行い

ます。  

2-( 2)  
一部

新規 
教 〇  〇 〇 

         

11 

●南阿蘇村図書室連携事業 

南阿蘇学講座をはじ めと し た南阿

蘇村図書室が主催する事業と 連携を

行います。  

2-( 2)  継続 教 〇    

         

12 

●学校教育連携事業 

文化財に係る副読本の作成を行

い、 授業の教材と し て文化財を 活

用し ます。  

2-( 3)  新規 教    〇 
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３ 【方向性③】≪共に、かかわる≫ための措置 

表 7-3 【方向性③】に係る事業の構成 

番
号 

事業名 

事業内容 

課題 

方針 

新規 

継続 

取組主体 計画期間 

行
政 

村
民 

関
心
を
持
つ

人  

所
有
者 

他
団
体 

学
識
者 

 

令
和
7
年
度

度 

令
和
8
年
度 

令
和
9
年
度 

令
和
10
年
度 

令
和
11
年
度 

令
和
12
年
度 

令
和
13
年
度

令
和8

年
度 

令
和
14
年
度 

令
和
15
年
度 

13 

●地区文化財整理活用事業 

各地域の文化財を台帳に整理し ま

す。 また、 台帳に整理し た文化財を

起点と し た活用方法を検討し 、 実施

し ます。  

3-( 1)  新規 教 〇 〇  〇 

         

14 

●活用体制連携事業 

熊本地震震災ミ ュ ージアム KI OKU

や阿蘇火山博物館等の関係施設、 村

内の文化財に係る上水道組合や土地

改良区などの地域団体等と 連携し ま

す。  

3-( 2)  
一部

新規 

教 

企 

農 

水 

  〇  

         

15 

●文化財活用地域団体体制構築

事業 

文化財の保存活用に係る組織の設

立を検討し 、 村民が地域の文化財に

触れる機会や保存・ 活用の場を創出

する支援を行います。  

3-( 2)  新規 教 〇 〇 〇 〇 

        

 

 

16 

●文化財行政体制強化事業 

文化財に係る行政事務手続き等に

伴う 作業や手続き をデジタ ル化する

等の効率化及び適切な職員研修や各

種専門家と の連絡体制を構築し 、 文

化財部局の体制強化を図り ます。  

3-( 3)  継続 教    〇 

         

  

 

 

 


